
3月20日（第5号）一般質問
〔浦崎みゆき議員　登壇〕

○７番　浦崎みゆきさん　皆さん、こんにちは。質問に入る前に、少し所感を述べさせて
いただきます。城間俊安町長、５期20年間にわたり町勢発展のため、ご尽力いただきまし
て、誠にありがとうございます。いつも町民の皆さんと垣根のない、フレンドリーな町
長、本当にすばらしいお姿です。私は以前は南城市におりましたが、そこでの集まりのと
きに、広域でしたので、南風原町民の方が町長ところへ駆け寄ってお話しされるこの姿と
いうのがすごく印象に残っていまして、信頼されているんだなということを感じたことが
ございます。今後も南風原町発展のため、また地域活性化のために引き続きお力を賜りま
すよう、お願い申し上げます。それでは一般質問をさせていただきます。まず全部を通し
て、それから一括答弁していただいた後に、別々に行いたいと思いますので、お願いいた
します。
　まず、医療的ケア児の人工呼吸器、また気管切開などによって医療的な支援を必要とす
る児童のことで、医療の進歩とともに年々増加をしているようであります。障害のある児
童、障害のない児童が同じ場所で学ぶインクルーシブ教育の理念に基づき、法的な整備も
進んでいるところでございます。そこで、１．本町の医療的ケア児の支援体制についてお
伺いいたします。（１）医療的ケア児の通学支援・学校での支援体制・在宅支援体制はど
うなっているか。（２）今後の課題は何か。
　２．本町の災害対策を問う。（１）医療ケアの必要な方の災害支援はどのようになって
いるか。（２）ヘルプカードの配布の見解を問います。（３）ペットの災害対策ガイドラ
イン改訂に伴う本町の対策はどうなっているかお伺いいたします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　それでは、浦崎みゆき議員の質問事項１．医療的ケア児の支援
体制ついての（１）をお答えします。現在、町立学校に医療的ケア児は在籍しておりませ
ん。県立学校に町内在住児３名が在籍しております。通学支援は、保護者または学校車で
の送迎、学校での支援体制は看護師の配置、在宅支援体制は自宅での学習支援等のさまざ
まな支援が行われております。
　続きまして、（２）をお答えします。町立小中学校で医療的ケア児の受け入れについて
は、特別支援学校と比較して教員１人が担当する学級規模が大きいことや施設設備の面で
も差があること、医療的ケアが必ずしも軽微なものに限らない状態など、教員が児童生徒
と向き合う時間を確保し、本来の教育活動を十分行えるような環境整備を確保することが
重要な課題だと考えております。以上でございます。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　それでは、２．本町の災害対策を問うの（１）についてお答え
いたします。医療ケアの必要な方におかれましては、医療機器使用のための電源の確保や
健康管理等への配慮を特に必要とすることから、災害時の避難所も含め、医療機関等との
協定による災害時の支援を検討しているところでございます。
　（２）の質問でございます。何らかの障害のある方が携帯していることで、ヘルプカー
ドについては災害時における緊急連絡先や必要な支援内容を周囲に伝える手段としては、
大変意義があると思います。県外での事例等を調査し、検討してまいります。
○議長　宮城清政君　総務部長。
○総務部長　新垣吉紀君　続きまして、（３）の災害時のペットの関連でございます。災
害時におけるペットの救護対策ガイドラインが平成30年２月に改訂されております。その
中では災害時のペットの救護や飼養についても飼い主による「自助」が基本であること。
それから「同行避難」が、避難所とのペットの同居を意味するものではないということが
明確になりました。この点においては、南風原町地域防災計画でも明記されております。
同ガイドラインでは、自治体の境界を越えた広域的な支援体制の整備が必要であるという
ことが示されております。本町においても今後、対策を検討してまいります。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。それでは順次、再質問をお願いいたし
ます。現在、町立学校には医療ケア児は在籍をしていないということでありまして、町内
には３名の方がいらっしゃるということですよね。通学支援は、保護者が車で送迎する
か、県立学校の送迎があるか、どちらかですね。その学校での支援体制は県立養護学校で
すか、看護師さんがついているということですよね。そこで現在、通学はほとんど保護者
の方が行っているのが現状ではないかと思いますが、その辺の実態の把握はどうでしょう
か。
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○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　３名の児童生徒がどのように通学しているか把握はしておりま
せんが、ただ、県立学校においてもスクールバスで肢体不自由児が利用できるバスを設置
している学校もあります。全部ではありませんが、設置している学校もあります。また、
それ以外に、保護者以外にも福祉サービスのデイサービス等を活用して送迎を行うことも
できますので、この３名が現在どうしているかということまでは把握はしておりません。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　それは所管が違うからということなのでしょうか。そして、在
宅支援体制で自宅での学習指導ですが、これは週に何回行っているのか。また、この３名
の方に対する支援体制、情報提供などはどのように行われているか、確認をいたします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　３名について、具体的な支援体制については把握はしておりま
せん。大変申しわけありません。ただ、自宅での支援体制については、支援学校に直接通
えない児童生徒について訪問学級ということで、支援学校から職員が行って学習支援を行
っているということとなっております。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　確認いたしますが、本町においては３名で、全て県立のほうに
通っているということでよろしいですか。はい、わかりました。
　それでは、まず医療的ケア児の学習体制と申しますか、そこら辺は障がいのあるなしに
かかわらず、同じ場所で学ぶインクルーシブ教育、それについてはどのような見解でしょ
うか、お願いいたします。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　インクルーシブ教育とは、子供たち一人一人が多様であり、ま
た障害の有無に関係なく、誰もが望めば同じ場所で、一人一人が丁寧にみんなと学ぶこと
ができると。さらに、自立と社会参加を見据えた、本人にとって望ましい学びの場を選択
できるよう体制を整備することと認識しております。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　それでは見解をお聞きしたところですが、本町において、障害
にもそれぞれ、さまざまあるわけですが、本人や保護者が希望すれば、本町での小中学校
での受け入れは可能でしょうか。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　本町の公立小中学校には、本人、保護者が希望すれば入学は可
能となります。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。例えば課題にはいろいろと書かれてお
りましたけれども、希望したといたします。そのときには仮に平成31年度、30年度からで
もよろしいんですが、受け入れしていただきたいといった場合に、これはすぐに受け入れ
られるものであるのか。それともある程度準備が必要なのか、そこを確認します。
○議長　宮城清政君　教育部長。
○教育部長　宮平　暢君　先ほども申しましたが、環境整備がまず必要になります。ま
た、看護師の配置が前提となりますので、希望される保護者、児童生徒がいましたら、事
前に教育委員会、学校と連携をとって、また医療機関、医師とも連携が必要となりますの
で、そういう手順を踏んで受け入れができると。安全面が確保できたときに受け入れをし
ていきたいと考えております。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。そのような見解で本町はいるというこ
とが確認できましたので、とてもよかったです。ほかのところにもよりますが、通級学級
とか、通級指導、そういう特別支援学級の中で対応しているところもありますので、そこ
ら辺の体制も含めてご検討いただければいいなと思います。ありがとうございます。
　学習支援は学校に行けない人たちのためにあると思いますけれども、在宅の支援のほう
では、本町のハイさいよーさんの91ページの地域生活支援事業医療型日中一時支援の状況
は、これは家族の方が休息をとるための支援制度だと思うのですが、そこら辺の状況がわ
かれば教えていただきたいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　今、実績等の資料が手元にはございませんが、そのような形で
の支援、在宅時の支援ということです。例えば介護されている方の休息のための一時支
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援、そういうのはございますので、必要な場合は是非利用していただきたいということで
す。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　四六時中お子さんに付き添うわけですから、本人の時間、休息
の時間、また就労の時間とか、そういうある制度をしっかりとお伝えしていただいて、是
非有効に活用していただきたいと思います。もしできましたら実績、後ででもよろしいで
すので、お知らせいただきたいと思います。
　ほかに何かそういう支援があるのかどうか、そこら辺も含めて、わかる範囲内でよろし
いんですけれども、お願いをいたします。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　先ほどの答弁も含めて、少し追加しながらですが。まず、町が
実施しております在宅で介護をなさっている方の用事や、あるいは休息のための介護者へ
の支援等については幾つか事業がございますので、この実績については、後ほど数字をお
示ししたいと思います。
　それからご質問は医療的ケア児ついてでございますので、その医療的ケア児を見ていら
っしゃる家族の方とかの休養に対しては、沖縄県が実施しています沖縄県療養生活支援レ
スパイト事業というのがございまして、これは直接保健所、南風原でしたら南部福祉事務
所ですね。県単位でやっている事業がございまして、特に小児慢性特定疾病の児童の場合
の介護とか、そのあたり部分、医療的ケアが必要な児については、これは直接こういう社
会福祉事務所とかを通しての申請になりまして、今ご質問のありました介護者の支援等に
つきましてもこういう事業がございますので、数も少ないですから、こういう事業は知っ
ていると思いますが、我々もまたこういうのがありますよということは、再度家族の方に
もお知らせしていきたいと思います。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　学校教育課のほうに聞きますが、本日、今朝の新聞で医療的ケ
アが必要な方の保育園の受け入れの人数が新聞に載っておりました。県内では５人が利用
者ということで、全体的には187人いる中で５人しか公立の認可園には通っていないとい
うことなのですが、認可園に関しては、例えばそういう医療的ケア児の入所に関してはど
うでしょうか。受け入れができる状況とか、そこら辺はどういう体制になっているのか。
わかる範囲内でよろしいですので、お願いいたします。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　今、受け入れているのは重度なアレルギーとか、そういう部分
での対処できる部分については受け入れをしておりますが、こういう重度なといいます
か、そういう障害のある子供ですね、小児慢性特定疾病の児童、その中で人工呼吸器の装
着等をされて医療的ケアが必要な子供さんの認可保育園での受け入れということについて
は、まだできる状況ではないと思います。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。済みません、急に振ってしまって。是
非医療的ケアの必要な子供たちに対しては、国においては、今年度は放課後のデイサービ
スにかなり予算が入っているようでございますが、徐々にこれからそういうところにも是
非看護師の配置とか、そこら辺が必要になってくるものと思います。どんどん進んでいく
ものだと思いますし、やはり現場である市町村のほうからどんどん声を上げていただい
て、実現できる方向で是非お願いしたいと思います。
　ここで、ことし１月に川崎市で開かれました医療的ケア児の家族の主張コンクールとい
うのがありまして、その中で優秀賞をとられたお子さんが、同じ仲間と一緒に学習をし
て、そして自分に接してくれた仲間と時間を過ごせたことは何とも言えないうれしさであ
ったということで、将来は難病に苦しむ人のために薬の研究者になっていきたいという夢
も語られております。本当にそういう方々は少数派でありますので、少数の方々を少ない
からということで切り捨てることなく、是非子供たちが安心して学んで生活できる環境づ
くり。一番大きいのは担当している職員と、また町民、県民、国民の意識改革だと思いま
すので、そういう啓発活動を、そういう子供たちがいるということを知ることがまず大事
だと思いますので、この辺の啓発活動、チラシも含めて、本町が誰一人取り残さないよう
な政策のもとの意識で取り組んでいただきたいことを申し上げて、この質問は終わりま
す。
　２番目に行きますが、３．11より本年で１年目を迎えました。本町の先ほどの対策をお
伺いしたわけですけれども、関連しまして電源が必要な医療ケアの人の福祉避難所になる
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かとは思うんですけれども、前に個別支援計画を策定しているとお話がありました。答弁
をいただきました。昨年の３月にも福祉避難所を取り上げましたが、指定は行っていない
というお話がありました。今回もできていないということなのですが、本当に医療ケアの
必要な方は、特に早目に準備しなければいけないことだと思うんですけれども、その辺の
状況というか、何が一番原因で進んでないのか、そこら辺を確認したいと思います。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　災害時の要支援につきましては、個別支援計画を個々に立てて
いく必要があるわけですが、まだ進んでいない現状でございます。ただ、議員がおっしゃ
いますように、この医療的ケア児につきましては、我々、人数もどこの誰さんという形で
把握はしておりますし、また申請とか、そういうのがあるときにコンタクトもとっている
状況ですし、実際、台風等があるときにも直接電話して、「発電機の状況どうですか。も
し停電したら、対応大丈夫ですか。」というのは確認しながらやっております。どうして
もこの部分に特化して取り組んでいかないといけない部分でのマンパワーが今のところ足
りない。すごくいろいろな制度の改正とか、どんどん来る分野でございまして、そこに今
職員は傾注しているというのがございます。ただ、先ほど申し上げましたように、事前に
台風等がある場合は、こういう方々へは直接電話して確認をしながら、しかし、できるだ
け早い時期に個別の計画を立てて、災害時要支援者に対する支援が行き届くような形で体
制を整えていきたいと思います。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　個別に対応しているということでございましたが、どこと指定
されれば本当に安心して、とにかくそこに行けばいいんだということで、毎回毎回の対応
とはまた違ってくると思いますので、よろしくお願いいたします。
　以前に医療的ケア児の団体、らいおんハートさんと福祉課と、また南部保健所も含めて
話し合いが行われました。そのとき医療的ケア児の在宅カルテの、誰が見てもすぐわかる
ように、災害があってもなくてもその状態がわかるような在宅カルテの提案もあったと記
憶しておりますけれども、それも含めて、その後の流れというのが何かあったかどうか、
確認したいと思います。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　そのときの話し合いの中で在宅カルテというか、医療
的ケア児については、個別支援計画をもっと細かく、情報が盛り込めるような計画の様式
を提案されておりました。それについては、南風原町の災害時の個別支援計画はある程
度、医療的ケア児だけではなくて高齢者とか、それ以外の方も対応できるような共通した
様式ですけれども、医療的ケア児に関しては南風原町の様式プラス、県から提案がありま
した、情報が細かく入手できるような様式をあわせて計画としてつくるということで今や
っております。そういうことを調整しながら、個別支援計画の作成をやっております。以
上です。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。これは県からの提案もあったというこ
となのですが、どっちがつくるのですか。町がつくるのですか、県がつくるのでしょう
か。そのカルテですね。
○議長　宮城清政君　保健福祉課長。
○保健福祉課長　大城美恵子さん　つくるのは、一応町がつくるということになっており
ます。それを社協のＣＳＷが医療的ケア児にかかわっておりますので、ＣＳＷと保健所も
一緒に、必要があれば役場の職員も一緒になって訪問をして、今つくる作業を進めている
ところです。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。そこら辺でも心強いものと思いますの
で、どうかよろしくお願いいたします。第五次総合計画の中にも重点事項に支援体制づく
りということで掲げられておりますので、担当は総務課と保健福祉課になっております
が、是非常に意識をしていただきたいと思っております。私自身も３．11を忘れないため
に、毎年質問をしております。多忙な毎日ですけれども、町民が安心して暮らせるまちづ
くりのため、また尽力をお願いいたします。次に移ります。
　ヘルプカードですが、これは医療ケア児とはまた別ですけれども、高齢者の方、気にな
る、いろいろ内部に障害を持っていらっしゃる方がいるということで、なかなか外見から
はわからない障害というのがありますので、何かあったときにすぐ取り出せて、見せて助
けを求めるという趣旨のヘルプカードでございます。皆様のお手元に資料が行っていると
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思いますが、形はさまざまでありますけれども、ここに書かれているとおり、「私が手伝
ってほしいこと」ということで、義足の方も外からはわかりませんし、妊娠初期の方も外
から見てわかりませんので、そういう今の現状を常に書いてもらって、知ってほしいこと
を何かのときに、災害時とは限らず、困ったときに提示ができるような、これがヘルプカ
ードなのです。喜びの声が広がっていて、すばらしい活動ですという賛同の声もありまし
たし、これは本土のほうですけれども、ヘルプカードをかばんにつけていたら、女の人が
電車で席を譲ってくれましたということとか、荷物もたくさんあったので、また疲れてい
て非常に助かったというような声もあります。答弁としては意義があるということで、進
めて検討したいということなのですが、現在県内にそういうヘルプカードの動きがあると
か、または実施しているとかという、この辺の調査はいかがでしょうか。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　県内での動きということで、一応県のほうにも確認してみまし
たが、今のところ県内では動きがないという状況です。ただ、このヘルプカードにつきま
しては、ヘルプマークを含め、議員おっしゃいますように東京からスタートして、今あち
こちで取り組みが始まっています。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、このヘ
ルプマークを含め取り組んでいくことが、そういう障害のある方々の支援につながるとい
うことで前向きン検討しているところが多いようです。我々もヘルプマーク、ヘルプカー
ドの導入については、前向きに検討していきたいと考えています。現在、高齢者の方の服
薬中の薬とか、そういう情報を全部記入して、薬の明細とか記入して、保険証とかを一つ
のカプセルに入れて冷蔵庫とかに保管して、「私はこういう情報を冷蔵庫に置いていま
す」というのを玄関先にシールで張って、救急隊が来たときにこのシールがある家庭は、
そういう重要な情報がそこにあるというもので、それを高齢者の方やひとり暮らしの方と
か、そういうものを進めている部分でございますが、このヘルプマーク、ヘルプカードに
ついては広く外出したときとか、いろいろな場面でいろいろな支援につながると思います
ので、前向きに取り組みを進めていきたいと考えています。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。救急医療キットのことも提案をしたわ
けですけれども、その更新がなかなか、やっている方ともう何年も同じような情報を置い
ているようなところもありますので、そこら辺、何かの機会にでも更新ができるような仕
組みづくりができればと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
　それでは３番目に行きます。本町におかれましては、防災計画の中でも明記されている
ということで、前もっての対応ということで、本当にすばらしいなと思いました。それで
自助に関して、自分で５日分ぐらいの餌も準備するとか、そこら辺のことが細かく書かれ
ていたわけですけれども、こういうガイドラインが出ましたということで、町の周知の方
法はどのように行っていく予定か、確認をいたします。
○議長　宮城清政君　総務部長。
○総務部長　新垣吉紀君　環境省からも「ペットを守ろう」というパンフレットが出され
ております。ネット上でも見れるし。この印刷物が直接届くかどうかは疑問なんですが、
もしそうでない場合、環境省のホームページからダウンロードして、５月に狂犬病の予防
接種があります。その際にでも、やはり啓発稼働をしておくのが一番タイミングがいいの
ではなかろうかと考えています。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。意外とガイドラインがあるというのを
わからない方もいらっしゃるし、今の時期的なものはすごくいい提案だと思いますので、
是非お願いいたします。意外とペットの避難については「考えたことがない」という人も
たくさんいらっしゃるのではないかということで、家族で旅行に行くときに自分たちのこ
とだけ考えて、「あっ、そういえばペットがいた。どうしよう。」とかという部分もある
わけですけれども、意外と認識の中になかったりとかというのがありまして、そこら辺の
周知を是非ともお願いをいたします。
　本庁の防災計画の中でもちろん、ルールとして動物は一緒には避難できないということ
で、場所を限定してどこと決めるとは思うんですけれども、その際、どうしても職員だけ
の数ではなかなか対応できないのではないかと考えます。動物団体の関係者の方とか、ま
たボランティアの皆さんとの協定も含めて、前もってこれはやっておくべきではないかと
思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
○議長　宮城清政君　総務部長。
○総務部長　新垣吉紀君　ペットといっても、もしかしたらワニを飼っている人もいるか
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もしれないのですが、わかりやすくするために。猫は自由に徘徊できるのですが、犬はつ
ないで飼えというルールがございます。犬はわかりやすいと思いますので、犬、猫です。
この場所に犬を集めましょうとした場合、非常にしつけられた犬と、人にも犬にも向かう
犬もさまざまいます。そうなると、連れてきても一緒のスペースに置くことができない。
災害によっては自分の家は住めなくなったんだけど、南風原町域だと仮定して、もし屋敷
があったら、この犬だけは家につないでおいて通って世話をするとか、非常にさまざまな
ケースが私は想定されると思います。自分の近くの、迷惑をかけないで避難所の近くにお
けるのであれば、先ほど言った基本的なしつけができていないと、集団で到底生活はでき
ないと思います。犬はですね。そのことからやはり一番大事なのは、起こったときにその
ように扱いやすくするために、また日々の生活から隣近所にも迷惑をかけないということ
で、日々のしつけが非常に大事だと思いますので、先ほど言った「ペットを守ろう」とい
うパンフレット、常日ごろから災害に備えて、また日常的なことからもしつけとかが非常
に大事ですというのをやっていくのが、いろいろなケースで大事だと思いますので、啓発
をやっていきたいと一番でございます。その次が、ボランティアでも多分自分も犬好きで
すので、ペットがいると思います。では、余りペットを扱いなれていない人も扱えるよう
にするにはどうしたらいいかということで、また先ほどの話にもつながるんですけれど
も、人に向かうような犬だったら誰も扱えないということになりますので、一番大事なの
は協定もしかりなんですけれども、飼い主の皆さんに啓発をしていくというのが大事にな
ると思いますので、その辺に少し重点を置きたいと思っております。
○議長　宮城清政君　７番　浦崎みゆき議員。
○７番　浦崎みゆきさん　ありがとうございます。確かにそうですけれども、やはり災害
時にはマンパワーというか、たくさんの方が必要になってきますので、同時進行で是非進
めていただきたいことをお願いいたします。
　やはり飼い猫、飼い犬には名札もしっかりと装着するような、そこら辺も含めた啓発活
動をお願いいたしまして、質問を終わります。
○議長　宮城清政君　民生部長。
○民生部長　知念　功君　済みません、先ほどの実績のほうですね、今実績が把握できま
したので、今答弁させていただきたいと思います。介護されている方々が、用事や休息の
ために利用できる支援として日中一時支援事業というのがございまして、平成26年度が27
件、平成27年度が32件、平成28年度が43件、平成29年度が57件と、年々ふえてきておりま
す。実績は以上です。そして、先ほどの医療ケア児の部分での答弁で一つ漏れていました
のが、第一期障害児福祉計画というのを今策定中でございます。これは今月中には答申を
いただいて、４月１日からの計画となります。この計画の中にしっかり医療的ケア児支援
のための対応等の部分も盛り込んでおりますので、しっかり対応していきたいと思いま
す。
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